
学籍と学籍異動 
学籍とは本学の学生としての身分を有することを指し、入学と同時に発生し、卒業・退学・除籍により失います。また、学籍

を構成する本人や保証人に関する事項を学籍事項と言います。学籍事項は、在学中はもちろん、卒業後も本学に保管されます。

入学後の証明書の発行や、本人や保証人への連絡は、大学に登録してある学籍事項情報に基づきおこなわれます。正しい情報が

届けられていないと、学生生活に支障をきたすことになりますので注意してください。また、転部・転科・退学・休学などを希

望する場合は、家族やゼミまたはクラスの担当教員などとよく相談した上で手続きをしてください。 
 

１１．．学学籍籍デデーータタのの変変更更  
 大学に登録されている各種個人情報に変更が生じた場合は、所定の手続きが必要です。 
（（１１））本本人人おおよよびび保保証証人人のの住住所所・・電電話話番番号号のの変変更更  
現住所・電話番号などに変更が生じた場合は、B!Navi で変更の手続きが可能です。B!Navi にログイン後、「学籍情報確認・変

更」→「学籍情報変更申請」から手続きしてください。 
正確な情報が届け出されていない場合、学納金の振込用紙が届かない、通学定期券の購入ができない等の問題が生じます。  

変更があった場合は、速やかに届け出てください。 
（（２２））改改姓姓名名ななどど（（戸戸籍籍にに関関すするる変変更更））  
 姓名や国籍・本籍地については、学籍事項の基本であると同時に、諸証明に必要な事項です。 
姓名の変更が生じた場合は「戸籍抄本」、国籍・本籍地の変更が生じた場合は「住民票」を添付のうえ、「学籍登録事項変更届」

を学生課に届け出てください。 
（（３３））保保証証人人（（人人物物））のの変変更更  
 変更が生じた場合は、「学籍登録事項変更届」を学生課に届け出てください。 
（（４４））通通称称名名のの使使用用ににつついいてて  
 所定の手続きを行うことにより、学内において通称名を使用することができます。 
使用希望の方は大学ＨＰを確認のうえ、学生課までご相談ください。 

 

２２．．学学籍籍異異動動 
（（１１））休休学学  
休学とは、病気やその他やむを得ない事由により、一定期間以上（３ヶ月）授業に出席することができないとあらかじめ分か

っている場合、届け出により一定の期間授業を受けないことです。なお、休学の事由が止み、休学期間が終了した場合は、復学

（休学を終了すること）することができます。復学は、春学期または秋学期の始めからとし、学期途中からの復学はできません。 
①①休休学学期期間間（（休休学学のの始始期期・・終終期期））  

休学の期間は、半期（春・秋）を単位とします。休学の開始時期は、春学期の始め（４月１日）または、秋学期の始め 
（１０月１日）で、終了時期はその年度または学期の終わりまでです。学期の開始後あるいは途中からの休学はできません。

また、休学期間の途中で復学することもできません。休学期間は通算で２年間を限度とします（半期の休学を４回まで）。な

お、休学期間は在学年数に算入されません。 
②②休休学学手手続続  

所定の「休学願」に必要事項を記入し、春学期に休学する場合は３３月月２２００日日、秋学期に休学する場合は８８月月３３１１日日までに教

務課に提出する必要があります。ただし、やむを得ない理由がある場合に限り、春学期は４月の第２水曜日まで、秋学期は９

月の第２水曜日まで、休学願の提出を猶予することがあります。なお、休学には本人と保証人の連署・捺印のほか、担当教員

の承認印を受ける必要があります。休学を考えている場合は、あらかじめ保証人と担任教員に相談しておいてください。また、

病気による休学の場合は医師の診断書を添付しなければなりません。 

③③休休学学期期間間中中のの学学納納金金  

休学期間中の授業料は、免除されます。また教育充実費は、休学期間が半期の場合は３分の１が、１年間の場合は３分の２

が免除されます。 
※休学の願出が遅れた場合、授業に出席するしないにかかわらず、授業料の納入義務が発生します。 
※休学希望者の学納金の延納は一切認めません。 
※教職課程履修者が休学する場合は、｢休学願｣を提出する際に履修者である旨を申し出てください。 
※奨学金受給者が休学する場合は、｢休学願｣を提出する際に受給者である旨を申し出てください。 
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学籍と学籍異動 
学籍とは本学の学生としての身分を有することを指し、入学と同時に発生し、卒業・退学・除籍により失います。また、学籍

を構成する本人や保証人に関する事項を学籍事項と言います。学籍事項は、在学中はもちろん、卒業後も本学に保管されます。

入学後の証明書の発行や、本人や保証人への連絡は、大学に登録してある学籍事項情報に基づきおこなわれます。正しい情報が

届けられていないと、学生生活に支障をきたすことになりますので注意してください。また、転部・転科・退学・休学などを希

望する場合は、家族やゼミまたはクラスの担当教員などとよく相談した上で手続きをしてください。 
 

１１．．学学籍籍デデーータタのの変変更更  
 大学に登録されている各種個人情報に変更が生じた場合は、所定の手続きが必要です。 
（（１１））本本人人おおよよびび保保証証人人のの住住所所・・電電話話番番号号のの変変更更  
現住所・電話番号などに変更が生じた場合は、B!Navi で変更の手続きが可能です。B!Navi にログイン後、「学生生活」→「学

生連絡先変更」から手続きしてください。 
正確な情報が届け出されていない場合、学納金の振込用紙が届かない、通学定期券の購入ができない等の問題が生じます。  

変更があった場合は、速やかに届け出てください。 
（（２２））改改姓姓名名ななどど（（戸戸籍籍にに関関すするる変変更更））  
 姓名や国籍・本籍地については、学籍事項の基本であると同時に、諸証明に必要な事項です。 
姓名の変更が生じた場合は「戸籍抄本」、国籍・本籍地の変更が生じた場合は「住民票」を添付のうえ、「学籍登録事項変更届」

を学生課に届け出てください。 
（（３３））保保証証人人（（人人物物））のの変変更更  
 変更が生じた場合は、「学籍登録事項変更届」を学生課に届け出てください。 
（（４４））通通称称名名のの使使用用ににつついいてて  
 所定の手続きを行うことにより、学内において通称名を使用することができます。 
使用希望の方は大学ＨＰを確認のうえ、学生課までご相談ください。 

 

２２．．学学籍籍異異動動 
（（１１））休休学学  
休学とは、病気やその他やむを得ない事由により、一定期間以上（３ヶ月）授業に出席することができないとあらかじめ分か

っている場合、届け出により一定の期間授業を受けないことです。なお、休学の事由が止み、休学期間が終了した場合は、復学

（休学を終了すること）することができます。復学は、春学期または秋学期の始めからとし、学期途中からの復学はできません。 
①①休休学学期期間間（（休休学学のの始始期期・・終終期期））  

休学の期間は、半期（春・秋）を単位とします。休学の開始時期は、春学期の始め（４月１日）または、秋学期の始め 
（１０月１日）で、終了時期はその年度または学期の終わりまでです。学期の開始後あるいは途中からの休学はできません。

また、休学期間の途中で復学することもできません。休学期間は通算で２年間を限度とします（半期の休学を４回まで）。な

お、休学期間は在学年数に算入されません。 
②②休休学学手手続続  

所定の「休学願」に必要事項を記入し、春学期に休学する場合は３３月月２２００日日、秋学期に休学する場合は８８月月３３１１日日までに教

務課に提出する必要があります。ただし、やむを得ない理由がある場合に限り、春学期は４月の第２水曜日まで、秋学期は９

月の第２水曜日まで、休学願の提出を猶予することがあります。なお、休学には本人と保証人の連署・捺印のほか、担当教員

の承認印を受ける必要があります。休学を考えている場合は、あらかじめ保証人と担任教員に相談しておいてください。また、

病気による休学の場合は医師の診断書を添付しなければなりません。 

③③休休学学期期間間中中のの学学納納金金  

休学期間中の授業料は、免除されます。また教育充実費は、休学期間が半期の場合は３分の１が、１年間の場合は３分の２

が免除されます。 
※休学の願出が遅れた場合、授業に出席するしないにかかわらず、授業料の納入義務が発生します。 
※休学希望者の学納金の延納は一切認めません。 
※教職課程履修者が休学する場合は、｢休学願｣を提出する際に履修者である旨を申し出てください。 
※奨学金受給者が休学する場合は、｢休学願｣を提出する際に受給者である旨を申し出てください。 
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学籍と学籍異動 
学籍とは本学の学生としての身分を有することを指し、入学と同時に発生し、卒業・退学・除籍により失います。また、学籍

を構成する本人や保証人に関する事項を学籍事項と言います。学籍事項は、在学中はもちろん、卒業後も本学に保管されます。

入学後の証明書の発行や、本人や保証人への連絡は、大学に登録してある学籍事項情報に基づきおこなわれます。正しい情報が

届けられていないと、学生生活に支障をきたすことになりますので注意してください。また、転部・転科・退学・休学などを希

望する場合は、家族やゼミまたはクラスの担当教員などとよく相談した上で手続きをしてください。 
 

１１．．学学籍籍デデーータタのの変変更更  
 大学に登録されている各種個人情報に変更が生じた場合は、所定の手続きが必要です。 
（（１１））本本人人おおよよびび保保証証人人のの住住所所・・電電話話番番号号のの変変更更  
現住所・電話番号などに変更が生じた場合は、B!Navi で変更の手続きが可能です。B!Navi にログイン後、「学籍情報確認・変

更」→「学籍情報変更申請」から手続きしてください。 
正確な情報が届け出されていない場合、学納金の振込用紙が届かない、通学定期券の購入ができない等の問題が生じます。  

変更があった場合は、速やかに届け出てください。 
（（２２））改改姓姓名名ななどど（（戸戸籍籍にに関関すするる変変更更））  
 姓名や国籍・本籍地については、学籍事項の基本であると同時に、諸証明に必要な事項です。 
姓名の変更が生じた場合は「戸籍抄本」、国籍・本籍地の変更が生じた場合は「住民票」を添付のうえ、「学籍登録事項変更届」

を学生課に届け出てください。 
（（３３））保保証証人人（（人人物物））のの変変更更  
 変更が生じた場合は、「学籍登録事項変更届」を学生課に届け出てください。 
（（４４））通通称称名名のの使使用用ににつついいてて  
 所定の手続きを行うことにより、学内において通称名を使用することができます。 
使用希望の方は大学ＨＰを確認のうえ、学生課までご相談ください。 

 

２２．．学学籍籍異異動動 
（（１１））休休学学  
休学とは、病気やその他やむを得ない事由により、一定期間以上（３ヶ月）授業に出席することができないとあらかじめ分か

っている場合、届け出により一定の期間授業を受けないことです。なお、休学の事由が止み、休学期間が終了した場合は、復学

（休学を終了すること）することができます。復学は、春学期または秋学期の始めからとし、学期途中からの復学はできません。 
①①休休学学期期間間（（休休学学のの始始期期・・終終期期））  

休学の期間は、半期（春・秋）を単位とします。休学の開始時期は、春学期の始め（４月１日）または、秋学期の始め 
（１０月１日）で、終了時期はその年度または学期の終わりまでです。学期の開始後あるいは途中からの休学はできません。

また、休学期間の途中で復学することもできません。休学期間は通算で２年間を限度とします（半期の休学を４回まで）。な

お、休学期間は在学年数に算入されません。 
②②休休学学手手続続  

所定の「休学願」に必要事項を記入し、春学期に休学する場合は３３月月２２００日日、秋学期に休学する場合は８８月月３３１１日日までに教

務課に提出する必要があります。ただし、やむを得ない理由がある場合に限り、春学期は４月の第２水曜日まで、秋学期は９

月の第２水曜日まで、休学願の提出を猶予することがあります。なお、休学には本人と保証人の連署・捺印のほか、担当教員

の承認印を受ける必要があります。休学を考えている場合は、あらかじめ保証人と担任教員に相談しておいてください。また、

病気による休学の場合は医師の診断書を添付しなければなりません。 

③③休休学学期期間間中中のの学学納納金金  

休学期間中の授業料は、免除されます。また教育充実費は、休学期間が半期の場合は３分の１が、１年間の場合は３分の２

が免除されます。 
※休学の願出が遅れた場合、授業に出席するしないにかかわらず、授業料の納入義務が発生します。 
※休学希望者の学納金の延納は一切認めません。 
※教職課程履修者が休学する場合は、｢休学願｣を提出する際に履修者である旨を申し出てください。 
※奨学金受給者が休学する場合は、｢休学願｣を提出する際に受給者である旨を申し出てください。 
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（（２２））復復学学  
 復学とは、休学の理由が止む、もしくは休学期間満了により休学を終了することです。 
①①復復学学時時のの学学年年  
復学後の学年は、休学期間にかかわらず、入学した年次から通算した学年となります。 

②②復復学学手手続続  
休学期間満了予定のおよそ２ヵ月前に、大学から次学期（年度）の「就学意思確認通知」を送付します。復学を希望する場

合は、本人と保証人の連署・捺印のうえ、指定の期日までに「復学願」を教務課に提出してください。なお、疾病により休学

していた場合は、その疾病が回復したことを証明する医師の「診断書」を添付してください。また、提出にあたっては、担任

教員の承認印を受ける必要があります（やむを得ない理由により担任教員と面談や承認印を受けることができない場合は、電

話等で了解を得てください）。 
③③学学納納金金ににつついいてて  
復学後に学納金納入に関する通知をお送り致します。 
※指定の期日までに学納金の納入が無い場合、除籍となります。 

④④就就学学意意思思がが確確認認ででききなないい場場合合  
休学期間が満了しても次学期（年度）以降の就学意思が確認できない場合は、「除籍」となりますので注意してください。後

記「除籍」の項を参照してください。 
 
（（３３））退退学学  
家庭の事情や一身上の都合により大学をやめることをいいます。なお、懲戒により退学を命ぜられることもあります。 
①①退退学学手手続続  

  退学する場合は「退学願」にその理由を詳しく記入し、本人と保証人の連署・捺印のうえ、教務課に提出してください。 
また、提出にあたっては、担任教員の承認印を受ける必要があります。 
※教職課程履修者が退学する場合は、｢退学願｣を提出する際に履修者である旨を申し出てください。 
※奨学金受給者が退学する場合は、｢退学願｣を提出する際に受給者である旨を申し出てください。 

②②学学納納金金  
 退学するためには、退学する学期までの学納金を納入しなければなりません。 

  ※未納の場合、退学ではなく「除籍」となります。後記「除籍」の項を参照してください。 
③③願願出出時時期期  
退学したい学期の学納金が納められていれば、その学期中であればいつでも退学できます。原則として教授会審議のあった

月の末日をもって退学年月日としますが、希望の月日がある場合は申し出てください。なお、学期末（９月３０日）での退学

は、１０月の第２金曜日まで、年度末（３月３１日）での退学は４月の授業開始日までに退学願の提出を猶予しますが、でき

る限り早期に提出してください。なお、願出が遅れると新学期の学納金納入義務が発生しますので注意してください。 
④④懲懲戒戒にによよるる退退学学処処分分  

  本学の諸規律に反し、本学の秩序を乱し、またはその他学生の本分に反した行為があった時は、懲戒により退学を命ぜられ

ることがあります。 
 
（（４４））除除籍籍  
除籍とは、必要な単位を修得し要件を満たして卒業・修了する前に、大学が学則に従い強制的に学籍を失わせる措置をいいま

す。教育的指導の一環としての懲戒処分とは区別されますが、本人の意志にかかわりなく、一方的に学生としての身分を失わせ

るものです。極力そのような事態に陥らないように十分に気をつけてください。 
 除籍扱いとなる事項は以下のとおりです（「文教大学学則第３８条」「文教大学大学院学則第２９条を参照」）。 
①①休休学学期期間間満満了了時時にに復復学学、、休休学学、、退退学学ののいいずずれれににもも願願いい出出なないい者者  

  休学期間が過ぎても、次学期（年度）以降の就学意思表示がない場合は除籍となります。 
②②授授業業料料等等学学納納金金のの納納付付をを怠怠りり、、督督促促をを受受けけててももななおお納納入入ししなないい者者  
学納金納入期日までに納入しない者は除籍対象とし、期間を設けて保証人に督促します。督促を受けても納入しない場合は

除籍となります。就学の意思はあるが学納金を工面できない場合は、学納金の延納を認めることがあります。延納を願い出る

場合は、「学納金延納願」を提出しなければなりません。延納期限を過ぎても納入がない場合は除籍となります。なお、学納金

が納付されていない期間は、試験を受けても単位の認定はされません。 
③③許許可可ななくく履履修修登登録録をを行行わわなないい者者  
④④本本学学ででのの学学修修がが困困難難ににななっったた者者  
⑤⑤入入学学をを辞辞退退ししたた者者  
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